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研究要旨 
【目的】『研究 A』医療機関において両立支援を実践することについて「どこから手を付

けていいかわからない」という医療機関が多いため本学の両立支援が実践されるまで

のいきさつを公開することは他医療機関がどこから進めたらいいか参考になるととも

に、大学病院における両立支援の進め方の参考になると考えられる。本稿において

は、産業医科大学病院における両立支援の体制と現状について述べ、体制整備上で

苦慮したこと、およびうまくいったことを列挙することで、医療機関における両立支援の

展開について検討を行う。『研究 B』両立支援を希望する患者の復職に際しての困り

ごとを「10 の質問」を用いて企業規模ごとの違い及び患者ニーズの定量化を示す。特

に、本研究課題である中小企業と大規模事業場によって選択に差異があるかについ

て示す。 
【方法】『研究 A』産業医科大学病院での実践例を参考に、体制について、対応事例

の流れについて、問題点の提起とこれからの取り組みの在り方について検討を行う。

『研究 B』産業医科大学病院で、両立支援コーディネーターの資格保持者が両立支

援を希望した患者を対象に「10 の質問」を用いて聴取を行った。回答は、はい/いいえ

の二択で求め集計を実施した(複数回答可)。 
【結果】『研究 A』両立支援の流れで整理された内容は以下の通り、１．体制整備・コア

チームの作成、２．方針（ビジョン）の策定、３．目標の設定、４．役割の明確化、およ

び、メンバーへの周知の方法および支援レベルの向上のための取り組み、５．支援希

望者をもれなく把握するための手法（両立支援フロー図の作成）、６．帳票の整理、７．

両立支援体制の見直し。『研究 B』対象期間（1/SEP/2019-25/DEC/2019）のうち、該

当患者は 112 名（男性 55 名、女性 57 名、平均年齢 49 歳）であった。大企業に属す

る患者は 39 名(35%)、300 人未満の患者は 73 名(65%)であった。疾患群は多い順

に新生物 43 名(38%)、筋骨格系及び結合組織の疾患 13 名(12%)であった。困りごと

は多い順に、病気や治療による「業務能力の低下」62 名(55%)、「不安」52 名(46%)、
「個人背景」33 名(29％)であった。うち「不安」は中小企業患者が 39 名(75%)であり、
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大企業患者 13 名(25%)と比較し有意差を認めた(p=0.04)。 
【考察】『研究 A』医療機関における両立支援の取り組みは、産業保健などで実践され

るマネジメントシステムの手法を応用展開することで、周囲の理解を深めるとともに実

践レベルが上がる可能性がある。大学病院は特に特定機能病院であることが多く、

PDCA や年間計画という考え方が定着しているため、応用性が高いと考えられる。『研

究 B』企業規模に関わらず、「業務能力の低下」が最も多い復職への困りごとであり半

数以上の患者が支援を求めていた。「不安」も約半数以上の患者が求めており中小企

業所属の患者で有意に多く、従業員規模が少ないほど病気や復職に対する不安が

強いことが示唆された。よって、医療機関では特に病気や治療による業務能力の低下

にも着眼したケアを行い、不安に対する傾聴や患者の解決力を高める取り組みを行

い、企業と連携することが望まれる。また患者は平均し 2.7 個と複数の困りごと抱えて

おり、支援者は患者ニーズを把握することが重要であることが示唆された。 
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Ａ.目的 
産業医科大学は昭和 53 年に設立され

た産業医育成の目的大学である。産業

医科大学の建学の使命として、産業医

育成のみならず、「地域医療と有機的な

結合をはかる」ことも謳われており１）、大

学病院の臨床場面でそれぞれの医師が、

医療という立場での労働者への貢献を

属人的に実践してきていた。昨今の治療

と仕事の両立支援の盛り上がりを受けて

第 65 回日本職業災害医学会（学会長：

産業医科大学病院院長 尾辻豊、平成

29 年）で、医療界や産業界における両

立支援の実践・研究・教育を行うことを宣

言した（北九州ラマツィーニ宣言）。それ

を受けて、本学においても組織的対応

のできる部門の設立の必要性が出てき

たため、病院長のリーダーシップにより

平成 30 年 1 月に、診療科として両立支

援を専門とする外来としては本邦初のと

な る 両 立 支 援 科 (Department of 
Occupational Medicine)および、就学・

就 労 支 援 セ ン タ ー (Treatment and 
occupational life support center)が設

立された。 
【研究 A】 

全国にも先駆けて両立支援に関する診

療科を立ち上げたにもかかわらず、これ

まで内部資料にとどめているものがほと

んどで外部に経緯等を含めてあまり公開

されていない。他医療機関において両

立支援を実践することについて「どこから

手を付けていいかわからない」という医療

機関が多いため本学の両立支援が実践

されるまでのいきさつを公開することは他

医療機関がどこから進めたらいいか参考

になるとともに、大学病院における両立

支援の進め方の参考になると考えられる。

本稿においては、産業医科大学病院に

おける両立支援の体制と現状について

述べ、体制整備上で苦慮したこと、およ

びうまくいったことを列挙することで、医

療機関における両立支援の展開につい

て検討を行う。 
【研究 B】 

両立支援を実践する上で、患者さんのニ

ーズがどのようなものがあるか知りえなけ

れば両立支援を実践することに躊躇す

る医療機関が多数あると考えられる。先

行研究により、復職に際する患者の困り

ごとを分析的にコンパクトな質問で把握

するためのツール「両立支援 10 の質問」

（労災疾病研究、森班、H26-H28）が提

案されている。両立支援を希望する患者

の復職に際しての困りごとを「10 の質問」

を用いて企業規模ごとの違い及び患者

ニーズの定量化を示す。特に、本研究

課題である中小企業と大規模事業場に

よって選択に差異があるかについて示

す。なお、10 の質問は、患者さんの「語

り」から両立支援において困難であること

を 10 のカテゴリーに分類した者であり、

患者さんの困りごとの言語を手助けする

ツールである。10 のカテゴリーは以下の

通り。 
• 業務遂行能力の低下 
• 不安などの心理的影響 
• 個人的な背景 
• 自主的な取り組み不足 
• 職場の規模や設備 
• 職場の受け入れ 
• 不適切な配置 
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• 家族や地域の問題 
• 医療機関との情報共有 
• 情報の過不足 
 

B.方法 

【研究 A】 

産業医科大学病院での実践例を参考

に、体制について、対応事例の流れに

ついて、問題点の提起とこれからの取

り組みの在り方について検討を行う。

【研究 B】 
産業医科大学病院で、両立支援コーデ

ィネーターの資格保持者が両立支援

を希望した患者を対象に「10 の質問」

を用いて聴取を行った。回答は、はい

/いいえの二択で求め集計を実施した

(複数回答可)。中小企業および大企業

ごとにまとめ集計し、統計ソフトには

IBM SPSS Statistics 25 を用いてχ

２検定を行い、p＜0.05 を有意とした。 
 

Ｃ.結果 
【研究 A】 

１．体制整備・コアチームの作成 

病院長の本学での両立支援を本格化

するという意向を受けて、両立支援を

行うために、病院長を運営委員会（タ

スクフォース）の議長として、副院長、

産業医、臨床医、看護師、社会福祉士、

事務長などによる進め方について議

論が始まった。まずは現時点での両立

支援の実践状況をチェックすること

になり全診療科での両立支援の実施

状況を確認した。すでに各診療科が独

自に実践しているよい取り組みが多

数あることが判明したが、個々の経験

に過ぎず、大学全体として両立支援を

しているといえない状況であった（表

１）。主治医の意識により患者がサー

ビスを受けられる人と受けられない

人の差が出てくるので両立支援を組

織的取り組みがとして統括する部門

の必要性が議論された。また、両立支

援を実践するためには診療科のみで

はなく、心理的なサポートや多職種を

結ぶコーディネート機能の必要性に

ついても議論された。そこで、大学病

院内に両立支援を専門に実践する診

療部門の両立支援科と、病院の中でど

う立ち回ったらいいかわからない患

者のコーディネートを行う就学・就労

支援センターを設置することとなっ

た。枠組みとしては整備されたが、具

体的にどのように患者を支援してい

くかとおいうことについて議論がう

つっていった。タスクフォースは人数

が多すぎるので両立支援コアチーム

は産業医 1 名、臨床医 2 名、コメディ

カル5名で構成されたコアチームで対

策の原案を作成し病院長の決済をも

らう方式をとることとした。うち 5 名

は設立が決まった段階で両立支援コ

ーディネーターの資格を取得するた

め労働者健康安全機構が開催してい

る研修会に参加した。 
 

２．方針（ビジョン）の策定 

多職種で構成されたメンバーである

ため、全員の意識をできるだけ同じ方

向に合わせることが大変重要である

と考え、両立支援コアチームで議論を

繰り返し、活動指針を作成することか
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らスタートした。「働く人の健康に着

目し、一時的な治療により職場を離脱

した患者（労働者）が、ふたたび職場

の中で就労の質を保ちつつ労働者と

しての役割を果たすことができるよ

う全職員がサポートできる体制を構

築し実行する」ことをビジョンとして

定めた。これに基づき、実際に患者を

支援していくことで支援の流れを作

成してくことが可能となった。 
 

３．目標の設定 

初年度の時点では医療機関からの両

立支援をシステマティックに実践し

てきた医療職はほとんどいなかった。

そこで、初年度の目標を以下のように

置いた。 

 安定的な両立支援が実践できるフ

ローを作成する。 

 実践の際の困難点を列挙し改善点

を検討する 

 

４．年間計画の作成 

本学の場合、トップダウンで両立支援

を行うことになった。初年度（2017 年

度）をモデル事業として、2018 年から

の本格始動を行うこととなった。この

際、モデル事業の時点から年間計画通

り実践していく年間活動計画の重要

性が議論された。年間活動計画では、 

 ビジョンの作成 

 コーディネーター資格の取得 

 モデル患者を用いて各職種の役割

を明確化する 

 入院からの流れを作成する（フロ

ー図の作成） 

 定例会議の実施 

を実践することとなった（表２）。 

 

４．役割の明確化、および、メンバーへ

の周知の方法および支援レベルの向上

のための取り組み 

当初は不定期で週2回程度のコアチー

ムミーティングを行っていたが、全員

が参加する月に2回のカンファランス

をすることでメンバー間の情報共有

を行うとともに相互理解と支援レベ

ルの向上が図られることが期待され

た。カンファランスは事例が共有でき

るのみならず、支援の方策を多職種の

全員で多方面から検討することが可

能となった。支援の幅が広がり全員の

能力向上につながった。 
 
５．支援希望者をもれなく把握するた

めの手法（両立支援フロー図の作成） 

両立支援を希望する患者へのアプロ

ーチ方法を検討した。両立支援のニー

ズがある患者について、以下の患者に

ニーズがあると考えられた。 
① 初診の患者で休職した手でどのよ

うなことから手を付けたらいいか

わからないもの 
② 入院し退院する患者で治療を受け

たことで就業上の配慮が必要であ

り事業場とのコミュニケーション

が必要なもの 
③ 外来通院後、ある程度症状が回復

し職場復帰を果たそうとするもの 
④ 全経過中、職場復帰の不安や職場

に迷惑をかける可能性が高いと考

えているもの 
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これらの患者に大学病院で実践する

両立支援について、支援の有効性と実

現可能性について以下のように評価

した。 
① 産業医科大学の外来受診者は毎日

1200 人程度いるため声をかける

にも一人 1 分かかったとしても

1200 分かかるため、最初の取り組

みとしては困難が多い 
② 入院するものは必ず入院支援室を

通り入院に関する説明を看護師か

ら直接聞くのでここで両立支援の

説明をすることがもっとも患者さ

んに届けやすい。また、入院患者

は必ずインフォームドコンセント

を受けるのでここでも説明するこ

とが可能になる。ただし、インフ

ォームドコンセントを与えるもの

は医師であるためすぐに実現にす

るには学内のコンセンサスレベル

を高めることが重要であり初動と

しては難易度が高い。また、退院

し職場復帰するものは主治医の意

見書のニーズが必要な可能性が高

く最も効果的であると考えられる。 
③ 外来患者で職場復帰を考えるもの

は、1 週間後に復帰したいなど時

間的経過がタイトなケースが多く

初動としては難易度が高い。 
④ 全患者の不安を毎回聴取すること

も難易度が高いと考えられた。 
したがって、ほとんどの入院患者が通

過する入院支援室を最初のステップ

にすることが本学にとってスタート

しやすい方法であると考えられた。そ

の後検討した本学の両立支援のアプ

ローチ方法は、 
1. 入院が確定した患者が入院支援室

を訪問する 
2. 入院支援室にて両立支援の希望を

聴取する 
3. 両立支援希望者に対しては就学・

就労支援センターを案内し特に医

学的なアプローチが必要なものに

ついては両立支援科と連携して対

応を行う 
という流れを構築した（図２）。現在、

入院支援室来訪者のうち全診療科患

者の 10 パーセント強が両立支援を希

望している。 
 
６．帳票の整理 

両立支援を学内展開するためには、全

員が利用しやすい帳票をそろえる必

要がある。帳票として最も重要なもの

は、主治医の意見書である。主治医の

意見書のひな型は厚生労働省の事業

場における治療と職業生活の両立支

援のためのガイドラインで示されて

いる。この中では、主治医が事業場に

要求する配慮が記載されている。しか

しながら、事業場の立場に立った場合、

配慮すなわち就業上の特別扱いを労

働者に実施することになり事業者側

の負担が大きく、場合によっては記載

されたことが患者さんの不利益につ

ながる可能性について議論がなされ

た。ここで、事業場が必要な情報を整

理することになった。事業者は労働者

を勤務させるに当たり安全に働かせ

ること、すなわち安全配慮義務が課せ

られている。主治医が要求する配慮が、
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安全配慮義務として必須のものであ

るのか、または、可能であれば実践し

れもらいたいレベルのものであるの

かを明示することの重要性が検討さ

れた。この状況を解決するために、配

慮に記載部分を、安全配慮と国連の障

害者権利条約で規定される合理的配

慮の 3 つの区分に分けて、前者を「～

～の配慮が必要である」、後者を「～～

の配慮が実施されることが望ましい」

と配慮の要請レベルを分けるための

帳票を作成した（表 3）。 
また、2018 年 4 月からスタートした

診療報酬上、産業医から返書を収集す

ることが要件となったため、産業医か

らの返書の帳票も作成し、返信用郵便

切手をつけた封筒ともに同封し返書

率を高める工夫も行った（表 4）。 
 
６.外部機関（都道府県産業保健支援

センターおよびハローワーク）との連

携 

ケースカンファランスの質・量ともに

充実してきた段階で、福岡産業保健総

合支援センターにもカンファランス

への参加を促し、必要に応じて職場巡

視を実践してもらうなど、外部機関と

の協力体制も構築した。また、就労を

一時あきらめざるを得ない患者につ

いても、再度新規就労できるよう、ハ

ローワークとも契約を締結し、院内で

の相談体制を構築した。 
 
７．両立支援体制の見直し 

ここまで実践し、通常の産業保健で

実践する PDCA（Plan – do – check 

- act）と同じ枠組みであることが後日

判明した。毎年より実践的にうまくい

くため年間計画を見直し、少しずつ計

画を進めることでより両立支援の質

が上がると考えられた。次年度と時次

年度の年間計画を示す（表 5．表 6．）。
病院全体の取り組みとするには、両立

支援チーム以外の病院内職員に両立

支援のことを知ってもらうことが重

要性である。個別の継続的な働きかけ

とともに毎年説明会を行うなどして

得両立支援が学内に浸透していくよ

う工夫をすることで両立支援の事例

が増えることが期待されている。 
なお、両立支援を実践するにあたり、

全患者に「10 の質問」を聴取した。患

者の困りごとを類型化することとの

みならず、患者自身が困りごとが言語

化できていないケースにおいて、患者

の気付きを促すツールとして役に立

つことが多く、支援ポイントについて

明確になった。「10 の質問」は本学に

おいて重要なツールであるのみなら

ず、他医療機関においても十分な効果

があると思われる。 
 
【研究 B】 

 対象期間（1/SEP/2019-25/DEC/2019）

のうち、該当患者は 112 名（男性 55

名、女性 57 名、平均年齢 49 歳）であ

った。従業員 300 人以上の大企業に属

する患者は 39 名(35%)、300 人未満の

患者は 73 名(65%)であった。疾患群は

多い順に新生物 43 名(38%)、筋骨格系

及び結合組織の疾患13名(12%)であっ

た。延べ300件の困りごとを聴取した。
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困りごとは多い順に、病気や治療によ

る「業務能力の低下」62 名(55%)、「不

安」52名(46%)、「個人背景」33名(29％)

であった。うち「不安」は中小企業患

者が 39 名(75%)であり、大企業患者 13

名(25%)と比較し有意差を認めた

(p=0.042)。ほか「10 の質問」項目に

おいて企業間の有意差は認めなかっ

た（図２）。 

 
D.考察 
【研究 A】  

医療機関における両立支援の取り

組みは、産業保健などで実践されるマ

ネジメントシステムの手法を応用展

開することで、周囲の理解を深めると

ともに実践レベルが上がる可能性が

ある。大学病院は特に特定機能病院で

あることが多く、PDCA や年間計画と

いう考え方が定着しているため、応用

性が高いと考えられる。マネジメント

システムを運用する際のイメージ図

を示す（図３）。大学医学部において、

両立支援は医学教育コアカリキュラ

ムに記載され必須の教育項目となっ

ている。教育するためには大学病院で

実践していなければ困難であるため、

大学病院で応用展開可能な PDCA モ

デルを開発し提案した。コンサルテー

ション部門でうまく活用し、少しでも

多くの大学病院で採用されるように、

学会等を通じて広報を実施する。 
※本稿は産業医学ジャーナルに掲

載されたものを本研究課題に合うよ

うに再構成し作成した。 
【研究 B】 

企業規模に関わらず、「業務能力の低

下」が最も多い復職への困りごとであ

り半数以上の患者が支援を求めてい

た。「不安」も約半数以上の患者が求め

ており中小企業所属の患者で有意に

多く、従業員規模が少ないほど病気や

復職に対する不安が強いことが示唆

された。よって、医療機関では特に病

気や治療による業務能力の低下にも

着眼したケアを行い、不安に対する傾

聴や患者の解決力を高める取り組み

を行い、企業と連携することが望まれ

る。また患者は平均し 2.7 個と複数の

困りごと抱えており、支援者は患者ニ

ーズを把握することが重要であるこ

とが示唆された。 

 

Ｆ.引用・参考文献 

 なし 

 
Ｇ.学会発表 
 井上俊介ら、第 93 回日本産業衛

生学会（旭川）、抄録発表、2020 
 

 
H. 論文業績 
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細田 悦子, 近藤 貴子, 高倉 加寿子, 
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表 1．過去に産業医科大学で実践されてきた良好事例の例 

• 外来受診日を定期外来日以外で対応（第 3内科） 

• 迅速な身体障害者申請書類の準備（神経内科） 

• できる限りの長期処方、朝一番での診察（脳神経外科） 

• 土曜外来をしている近医への紹介（皮膚科） 

• 治療はできるだけ外来で実施（第 2外科） 

• 就労時間に合わせた透析の実施（腎センター） 

• ロービジョンケア外来の設置（眼科） 

• 運転再開評価、就労能力評価（リハビリテーション科） 

• 早期のリハビリ導入から復職支援（血液内科） 

• 早まって辞めないように案内（緩和ケアセンター） 
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表 2．初年度の年間計画 

 

  

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1
① ビジョン、ミッションに関して検討する ● ●

② ビジョン、ミッションを決定する ●

2
① ９月：医師１名（大阪） ●

② １１月：医師２名、看護師１名、MSW１名、事務１名（東京） ●

3

①
２外科医師により、モデル患者を選び同意を得て、全員で治療と仕事の両立支援を実
施

● ● ● ● ●

②
２内科医師により、モデル患者を選び同意を得て、全員で治療と仕事の両立支援を実
施

● ● ● ●

③ 院内の各職種の役割と両立支援に係る外部の人の役割を検討し、明確にする。 ● ● ● ●

4
① 両立支援の流れについて検討

② 入院支援室での両立支援希望の有無の問診を開始する ● ● ●

・問診票の作成 ●

・入院支援室看護師への両立支援の意義についての教育 細田 ●

・患者からのQ＆A対策 ●

・入院支援室での問診開始 ●

5
① 運営委員会 全員 ● ●

② その他 Co ● ● ●

治療と仕事の両立支援のシステム構築の準備ができる

全員

Co

会議　(第２、第４木曜日)

全員

作成　　201７/07/06

 【ビジョン】　働く人の健康に着目し、一時的な治療により職場を離脱しても再び職場の中で就労の質を保ちつつ、労働者として役割

 【ミッション】　・全患者の現在の仕事のステータスを確認するシステムを構築する。
　　　　　　　　 ・就労と治療の両立に困難がある患者に対して支援するシステムを構築する。
　　　　　　　　 ・全職員が患者の仕事に興味を持ち、直接的支援や専門的な支援部門につなぐことができる人材育成プログラムが構築できる。

　【目標】　１．両立支援コーディネーターの資格を取得する。
　　　　　　 ２．モデル患者を事例に治療と仕事の両立支援が実施できる。
　　　　　　 ３．治療と仕事の両立支援のシステム構築の準備ができる。

定義　　【○:予定】　【●：計画通り実施】　【▲:計画をずらして実施】　【◎予定外の実施】　【×：計画していたが未実施】

項　　目 担当 備考

ビジョン、ミッションを決定する

全員

両立支援コーディネーターの資格を取得する

全員

モデル患者を事例に治療と仕事の両立支援が実施でき、各職種の役割を明確に
する

2017年度　就学・就労支援センター　年間計画　進捗表　
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図１ 両立支援のフロー 
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表 3．本学における主治医の意見書の帳票及び記載例 

 

 
 
  

産業医科大学病院：就業に関する意見書（診断書と兼用）：産業医大書式例 
 
 
 

 

上記のとおり、対応することにより就業は可能と判断しました。 

  平成 29 年 12 月 ●日  （主治医）               

                      （両立支援科医師）               

                                       (両立支援科医師)                         

(注)この書面は、患者が病状を悪化させることなく治療と就労を両立することを目的に作成されました。就労について本書類につ
いてご質問・ご意見があれば E-mail : ryouritsu@mbox.clnc.uoeh-u.ac.jp までご連絡ください。 

患者氏名  生年月日    年   月   日 
住所   

病名  

現在の症状 

（通勤や業務遂行に影響を及ぼし得る症状や薬の副作用等） 
平成●●年より大腸がんの治療のために治療を△△年まで行った。週 1 回の通勤が
確保できる状況であれば復職可能である。本人に状況を確認したところ、休職前の業
務（パン製造業務の店長業務）を遂行することは可能である。 

治療の予定 
毎週金曜日、外来受診をして抗がん剤投与を継続します。 

元の業務 パン製造業務の店長業務 

復職に当たって
本人の希望 

現状の業務を継続することを希望していますが、業務の都合上の配属変更があるこ
とは許容しているようです。 

職場からの検討
依頼事項(依頼があ

った場合のみ記載) 
治療に専念する必要があるのではないかという点の解決 

医学的に避ける
ことが望ましい

作業 

事業者に課せられる安全配慮の観点から、予見可能な病状悪化リスクは存在しない
ため実施が必要な就業配慮は現時点では存在せず治療と就業の継続は医学的には可
能である。 

職場で配慮したほ
うがよいこと(合理
的配慮を含む) 

労働者の申し出により障害に対する環境整備の義務である合理的配慮の観点から、時々
腹痛や気分不良が起こることがありうるが本人の求めに応じて休憩等の措置をとること
が望ましい。 

その他配慮事項 

体調の変動があるので就業上の配慮状況については適宜本人と話し合いの上実施さ
れることが望まれます。病状悪化などの新たな配慮が必要な時にはご連絡くださ
い。毎週金曜日の受診ができるような環境整備をしていただければありがたいで
す。 

上記の措置期間   2018 年 月 日 ～  2018 年 月 日 

上記内容を確認しました。 
 平成   年  月  日   （本人署名）                
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表４．産業医から主治医への情報提供文書 

 

 産業医から主治医への情報提供 

記載日：Y 年 10 月 1 日 
患者名：       事業所名：         記載者：  ●● (部署：人事部 ●●)   
 
1. 本内容について医療機関送付の患者同意   □ 済み  □ 未 
2. 産業医がいますか（いる場合は自署または押印のいずれかをお願いします。） 

□ いない   □ いる （名前：      印 、所属医療機関：     ） 
3. 発行された意見書（診断書）について診療計画の変更について希望することを記載して

ください 
□ このままでよい 
□ 治療スケジュールについて再考を求める （具体的内容：          ） 
□ 治療内容について再考を求める （具体的内容：          ） 
□ その他 （具体的内容：          ） 

4. 労働者に実施した就業上の配慮について教えてください（該当するものにすべて選択） 
□ 病勢悪化業務の制限  （具体的内容：                   ） 
□ 危険作業の禁止  （具体的内容：                   ） 
□ 残業制限 / 夜勤制限 （具体的内容：                    ） 
□ 短時間勤務  （具体的内容：                   ） 
□ 配置転換  （具体的内容：                   ） 
□ 環境改善  （具体的内容：                   ） 
□ 就業不可  （具体的内容：                   ） 
□ 通勤の配慮  （具体的内容：                   ） 
□ 出張の制限  （具体的内容：                   ） 
□ その他  （具体的内容：                    

5. その他、産業医・事業者として医療機関と報告・連携・相談したいことがあれば記載く
ださい。 
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表 5．次年度の年間計画 

 

 
  

作成　　2018/03/22

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1
① 両立支援の院内システムフローの検討

・意見書の流れについて、文書係・医事課・コーディネーターで検討、実施、評価する Co、文書係・医事課 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・入院支援室の流れ、それ以外の流れのフローの検討、実施、評価する 全員 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・統計処理に関する検討、実施、評価する Co ● ● ● ● ● ● ● ● ●

② 両立支援に係る書類に関する検討

・問診表評価、修正 ● ● ●

・意見書・産業医からの返書の様式の検討、実施、評価する ● ● ● ● ● ● ●

③ 両立支援を４診療科で実施する

・2外科、2内科 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・血液内科 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・泌尿器科 ● ● ● ● ● ● ●

④ 進捗状況の確認、評価・修正 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

⑤ 次年度の計画立案 ● ●

2
① ６月：看護師１名、臨床心理士１名 Co ●

3
① 外部機関(ハローワーク)と話し合いを実施. CO,事務 ●

② 今後の予定について話し合う 全員 ●

４ 会議　(第２、第４木曜日)
① 両立支援に係る主治医の意見書の作成研修会（東京1回）を実施する 医師 ●

② 両立支援における地域の中心的医療機関の育成を目的としたセミナー（東京）を開催する 医師、Co ●

③ 厚生労働省・福岡労働局が行う企業向けセミナーに講師派遣を行う ● ● 適宜

④ 学会の教育講演やシンポジウム等に講師派遣を行う ● ● ● 適宜

⑤ 厚生労働省の治療と仕事の両立のためのガイドラインの改定に関与する ●

⑥ 評価・修正を行う。 ● ●

⑦ 次年度の計画立案 ●

５ 会議　(第２、第４木曜日)
① 全体(13:30～14:30) 全員 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

② 症例カンファレンス(14:30～16:00) 医師、Co ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

③ その他

2018年度　就学・就労支援センター　年間計画　進捗表

 【ビジョン】　働く人の健康に着目し、一時的な治療により職場を離脱しても再び職場の中で就労の質を保ちつつ、労働者として役割を果たすことができるよう全職員がサポートできる体制を構築し実行す
る。

 【ミッション】　・全患者の現在の仕事のステータスを確認するシステムを構築する。
　　　　　　　　 ・就労と治療の両立に困難がある患者に対して支援するシステムを構築する。
　　　　　　　　 ・全職員が患者の仕事に興味を持ち、直接的支援や専門的な支援部門につなぐことができる人材育成プログラムが構築できる。

　【目標】　１．治療と仕事の両立支援のシステム構築ができる
　　　　　　 ２．治療と仕事の両立支援を4診療科で実施できる
　　　　　　 ３．外部機関との連携ができる
             ４．外部医療機関の人材育成ができる

定義　　【○:予定】　【●：計画通り実施】　【▲:計画をずらして実施】　【◎予定外の実施】　【×：計画していたが未実施】

項　　目 担当 備考

治療と仕事の両立支援のシステム構築の準備ができる

全員

両立支援コーディネーターの資格を取得する

両立支援に係る外部(産保センター、ハローワーク等)機関との連携を図る

両立支援に係る企業向けの広報を行い、外部医療機関の人材育成にも関与する

医師

全員
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表６．次々年度の年間計画 

 

  

作成　　2019/03/22

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1
① 両立支援に関する院内のシステムフローを見直し、作成、運用を実施する。 全員 ● ● ● ● ●

② 両立支援コーディネーターの面談記録の内容の検討 Co ● ● ●

③ 意見書、返書の改訂し、運用を実施する。 Co ● ●

④ 両立支援の進捗・実績などの管理を実施する。

両立支援の進捗・実績などの管理方法を多職種で検討する 全員 ●

検討結果を医療情報室会議へ提出 井上、細田 〇

両立支援の進捗・実績などの管理を実施 Co 〇 〇 〇 〇 〇 〇

評価を行う。 全員 〇

⑤ 両立支援を全診療科で実施する

３内科、婦人科、眼科、 ●

整形外科、１内科、耳鼻科、１外科 ●

呼吸器内科、脳外科、皮膚科 ●

脳内科、呼吸器内科、心外科 ●

精神科、形成外科、 ●

今年度の両立支援兼任医師に対して両立支援の説明を実施（8/1）。 ●

⑥ 進捗状況の確認、評価・修正 ● ● ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑦ 次年度の計画立案 〇

2
① 外部機関(ハローワーク)と話し合いを実施し、協定書の案を検討する ● ● ●

② 院内環境(部屋の確保）や広報（ポスター、予約手順など)を整え、実施する。 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

③ 評価・修正を行う。 〇

④ 外部機関(産保センター)と話し合いを実施し、協定書の案を検討する 〇

⑤ 院内環境(部屋の確保）や広報（ポスター、予約手順など)を整え、実施する。 〇

⑥ 評価・修正を行う。 〇

3
① 両立支援に係る主治医の意見書の作成研修会（東京3回、大阪1回）を実施する 医師 〇 〇 〇 〇

② 両立支援における地域の中心的医療機関の育成を目的としたセミナー（東京）を開催する 医師、Co 〇

③ 厚生労働省・福岡労働局が行う企業向けセミナーに講師派遣を行う 〇 〇 適宜

④ 学会の教育講演やシンポジウム等に講師派遣を行う ● 〇 〇 適宜

⑤ 厚生労働省の治療と仕事の両立のためのガイドラインの改定に関与する ● ● ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑥ 評価・修正を行う。 ● ● ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑦ 次年度の計画立案 〇

４ 会議　(第２、第４木曜日)
① 全体(13:30～14:30) 全員 ● ● ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

② 症例カンファレンス(14:30～16:00) 医師、Co ● ● ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

③ その他

治療と仕事の両立支援を全診療科で実施できる。

両立支援に係る外部(産保センター、ハローワーク等)機関との連携を図る

全員

事務、Co

両立支援に係る企業向けの広報を行い、外部医療機関の人材育成にも関与する

全員

医師

2019年度　就学・就労支援センター　年間計画　進捗表

 【ビジョン】　働く人の健康に着目し、一時的な治療により職場を離脱しても再び職場の中で就労の質を保ちつつ、労働者として役割を果たすことができるよう全職員がサポートできる体制を構築し実行す
る。

 【ミッション】　・全患者の現在の仕事のステータスを確認するシステムを構築する。
　　　　　　　　 ・就労と治療の両立に困難がある患者に対して支援するシステムを構築する。
　　　　　　　　 ・全職員が患者の仕事に興味を持ち、直接的支援や専門的な支援部門につなぐことができる人材育成プログラムが構築できる。

　【目標】　１．治療と仕事の両立支援を全診療科で実施できる
　　　　　　 2．外部機関との連携ができる
　　　　　　 ３．外部医療機関の人材育成ができる

定義　　【○:予定】　【●：計画通り実施】　【▲:計画をずらして実施】　【◎予定外の実施】　【×：計画していたが未実施】

項　　目 担当 備考
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図２．両立支援困りごとの割合 
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図３．大学病院における両立支援 PDCA モデル 

 


